
消費税率の引上げに伴い、公共施設

の使用料が変わります 
 

令和元年１０月 1日に消費税率が８パーセントから１０パーセントに引き上げられ

ることに伴い、西原ふれあいセンターでは、施設の使用料に消費税率引上げ分を

適正に転嫁するため、令和元年１０月 1日以降の使用料の金額が下記のとおりに

変わります。 

西原ふれあいセンター利用料（市内料金） 

利用区分 

 

名称 

 

面 積 

午 前 午 後 夜間 全日 

午前９時 

から 

正午 

午後１時 

から 

午後５時 

午後６時 

から 

午後１０時 

午前９時 

から 

午後１０時 

ホール A １２７㎡ 
１，２６０ 

（１，２３０） 

１，６８０ 

(１，６５０) 

１，６８０ 

（１，６５０） 

４，６２０ 

（４，５３０） 

ホール B ５２㎡ 
５２０ 

（５１０） 

６３０ 

（６２０） 

６３０ 

（６２０） 

１，７８０ 

（１，７５０） 

                                       （括弧書きは、改定前の金額） 

西原ふれあいセンター利用料（市外料金） 

利用区分 

 

名称 

 

面 積 

午 前 午 後 夜間 全日 

午前９時 

から 

正午 

午後１時 

から 

午後５時 

午後６時 

から 

午後１０時 

午前９時 

から 

午後１０時 

ホール A １２７㎡ 
１，８９０ 

（１，８４０） 

２，５２０ 

(２，４７０) 

２，５２０ 

（２，４７０） 

６，９３０ 

（６，７８０） 

ホール B ５２㎡ 
７８０ 

（７６０） 

９４０ 

（９３０） 

９４０ 

（９３０） 

２，６６０ 

（２，６２０） 

                                       （括弧書きは、改定前の金額） 

※ 令和元年９月までに施設利用(使用)料を納入する場合は、現行料金とおりで

す。 

                           備品使用料金は裏面参照 



 

西原ふれあいセンター備品使用料 

品目 単位 使用料 

舞台設備 一式 
５２０ 

（５１０） 

ビデオプロジェクター一式 一式 
１，０５０ 

（１，０３０） 

 （括弧書きは、改定前の金額） 

 

 


